
特許成立までの流れと料金 

出  願 

審 査 請 求 

特許料納付（３年分） 

意見書・補正書提出 

は出願人の手続き 

出願から１８ヶ月
後に出願の内容
が公開される 

審査請求後、暫く
して特許庁の実体
的な審査が始まる 

３年以内 

拒絶理由通知 

は特許庁のアクション 

特 許 成 立 拒 絶 査 定 

特許庁への印紙代 

３年以内に審査請求しな
ければ、みなし取下げ 

弁理士の手数料 

出願人が支払う金額の合計 

１．５万円 ３０～３５万円 

合計： 約３５万円 

約１２～１６万円 １万円 

合計： 約１５万円 

＊金額は典型的なケースの目安です 

０万円 約１２万円 

合計： 約１２万円 

約１万円 約１１万円 

合計： 約１２万円 

＊１回目の拒絶理由が解消しない場合は、
２回目の拒絶理由が出され、再度手数料
（約１２万円）がかかる場合があります。 
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